
★ 

広
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
三
号
）
（
建
築
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

建
築
基
準
法
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
不
特
定
多
数
の
者
等
が
利
用
す
る
安

全
上
、
防
火
上
又
は
衛
生
上
特
に
重
要
で
あ
る
建
築
物
及
び
建
築
設
備
等
が
定
期
報
告
の
対
象
と
し
て

定
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日 

 


